
 

 

 函館市つつじ保育園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように

定める。 

  令和８年３月２７日 

 

                                    函館市長  大  泉     潤   

 

函館市規則第３１号 

   函館市つつじ保育園条例施行規則の一部を改正する規則 

 函館市つつじ保育園条例施行規則（昭和４０年函館市規則第３６号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条の見出しを「（教育認定子どもの入園選考）」に改め，同条中

「教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改める。 

 第４条，第５条，第７条第１項および第８条第３項中「教育・保育給

付認定子ども」を「教育認定子ども」に改める。 

   附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 


